
う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

「越生町新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）」等についてのご意見を募集します

児童扶養手当・特別児童扶養手当 幼児教育・保育の無償化の申請
○児童扶養手当
　父母の離婚などによって、父または母と生計
を同じくしていないこどもを育てている方や、
こどもを育てている父または母に一定の障害が
あるときに支給される手当です。申請を受け付
けた翌月分から手当の対象になります。
○特別児童扶養手当
　精神または身体に一定の障害がある 20 歳未
満のこどもを育てている方に支給される手当で
す。申請を受け付けた翌月分から手当の対象に
なります。
共通事項
　・資格のある方は、所得にかかわらず申請でき

ます。ただし、申請者または配偶者、扶養義
務者の所得に応じて支給の制限があります。

　・児童扶養手当を受けている方は、毎年８月
中に「現況届」を、特別児童扶養手当を受
けている方は、毎年８月 12 日から９月 11
日（日曜日にあたる場合は 12 日）までの
間に「所得状況届」を提出する必要があり
ます。提出がないと受給資格があっても引
き続き受給することができなくなりますの
でご注意ください。

詳しい申請要件等は下記あへお問い合わせください。
あ子育て支援課　こども担当　う内線 162

対　　象　 令和 8 年 4 月から、①新制度未移行
幼稚園（満 3 歳以上児）、②認可外
保育施設等（3 歳以上児または非課
税世帯の 3 歳未満児で、保育の必要
性がある児童）、③幼稚園預かり保育

（保育の必要性がある児童に限る）を
利用する児童

申請方法　世帯全員の個人番号がわかるのもの、
就労証明書等（②③のみ）を持参の
うえ、3 月 10 日 ( 火 ) までに子育て
支援課で申請

※越生みどり幼稚園は、③の場合のみ申請が必
要です。町外施設は、申請の有無を施設にご
確認ください。

※ 5 月以降に利用する場合は、利用開始日の前
月末日（休日の場合はその前日）
までに申請してください。

詳細は右の二次元コードから
ご覧ください

あ子育て支援課　こども担当　う内線 162

　今般の新型コロナ感染症への対応で明らかとなった課題や関連する法改正等を踏まえ、国及び県が
行動計画を改定しました。これに伴い、町でも現行の行動計画を全面的に改める作業を進めています。
　また、歯科口腔保健の推進に関する基本的施策等を定めることにより、町民の生涯にわたる健康で
質の高い生活を確保するため、条例の制定に向けて検討しております。
　この度、「越生町新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）」及び「越生町歯科口腔保健の推進
に関する条例（案）」がまとまりましたので、町民の皆さまからご意見を募集します。

　閲 覧 ・ 募 集 期 間　１月 30 日（金）～２月 28 日（土）
　公　表　方　法　保健センター窓口で閲覧及び町ホームページへ掲載
　閲覧場所及び時間　保健センター窓口　平日　午前８時 30 分～午後５時
　　　　　　　　　　※町ホームページでもご覧になれます。
　意 見 提 出 方 法　窓口にある意見記入用紙（町ホームページからもダウンロードできます）に必

要事項を記入のうえ、提出期間内に持参または郵送してください。 
　　　　　　　　　　 メールによる提出も可能です。
　意 見 提 出 先　〒 350-0416 越生町大字越生 917　越生町保健センター
　　　　　　　　　　 お hokencenter@town.ogose.saitama.jp
あ保健センター　う 292-5505　　　　　　詳細は右の二次元コードからご覧ください。
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町内で盛土等を行う場合は、許可が必要です

第７回梅香るおごせ交流ハイキング

　このたび、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行されたことに伴い、埼玉県の「宅地造成及び特
定盛土等規制法施行条例」が制定されました。
　これにより、町内で一定規模以上の盛土、切土、土砂の堆積等を行う場合は、埼玉県の許可及び越
生町への届出が必要となります。

【許可対象となる盛土等の規模について】
〈宅地造成又は特定盛土等（土地の形質変更）〉
　①盛土で高さが１ｍ超の崖を生ずるもの
　②切土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの
　③盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ超の崖を生ずるもの
　④盛土で高さが２ｍ超となるもの
　⑤盛土又は切土をする土地の面積が 500 ㎡超となるもの

〈土砂の堆積〉
　⑥最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ面積が 300 ㎡超となるもの
　⑦最大時に堆積する面積が 500 ㎡超となるもの
　※土砂の堆積の面積が 500 ㎡以上の場合、汚染調査結果の届出が別途必要になります。
　※詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

期　　日　２月 21日（土）
　　　　　※雨天決行、荒天中止
スタート　道灌おもてなしプラザ（越生駅西口総合案内所）
　　　　　　受付　午前８時 30分～ 10時
コ ー ス　■Ａコース【ふれあいの里山展望台コース】（約 6.6 ｋｍ）
　　　　　　道灌おもてなしプラザ　⇒　虚空蔵尊さくら山　⇒　幕岩展望台
　　　　　　⇒　大高取山　⇒　うめその梅の駅　⇒　越生梅林

　　　　　■Ｂコース【梅のかおり散策コース】（約 4.7 ｋｍ）
　　　　　　道灌おもてなしプラザ　⇒　越辺川遊歩道　⇒　弘法山　⇒　
　　　　　　田代三喜生地　⇒　越生梅林
ゴ ー ル　梅園会館（越生梅林内）午前 10時～午後２時
特　　典　オリジナル缶バッジ、越生梅林梅まつり無料入園（当日のみ有効）、越生町特産物抽選会
※当日受付、参加費無料
※マイレージ対象事業（10ポイント）です。道灌パークで押印

あ総務課 地域支援・防災安全担当　う内線 216

あまちづくり整備課　まち企画担当　う内線 155

　町内における土砂の埋め立て等の状況を把握し、必要に応じて関係機関と情報共有を図るた
め、町民の皆さまからの情報提供が重要となります。町内で違法性の疑いのある土砂の埋め立
て等を見かけた場合には、下記担当までご一報くださるようお願いいたします。

　～違法な土砂の埋め立て等の連絡について～
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